
聖籠町訓令第１号 

聖籠町消防団の運営に関する規程の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。 

平成２８年２月５日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町消防団の運営に関する規程の一部を改正する訓令  

聖籠町消防団の運営に関する規程（昭和４１年聖籠町訓令第１号）

の一部を次のように改正する。  

 第６条を次のように改める。  

 （区域外出動） 

第６条 消防団は、消防組織法第１８条第３項の規定により、消防長

又は消防署長の命令があるときは、管轄区域外においても行動する

ことができる。 

２ 団長は、消防団が前項の区域外に出動した場合は、その状況を町

長に報告しなければならない。  

附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。  

 


